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広島市立大学履修規程 

平成22年４月１日 

規 程 第 82 号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、広島市立大学学則（平成22年公立大学法人広島市立大学学則

第１号。以下「学則」という。）第31条第２項の規定に基づき、授業科目の履修方

法その他必要な事項を定めるものとする。 

 （履修の登録） 

第２条 学生は、授業科目を履修しようとするときは、その授業科目について、指

定の期日までに所定の手続により履修登録を行わなければならない。 

２ 履修登録をした授業科目を変更し、又は取り消す場合は、指定の期日までに所

定の手続を行わなければならない。 

 （履修することのできる授業科目等） 

第３条 学生は、その学年又は学期に開設された授業科目でなければ履修すること

ができない。ただし、下年次開設の授業科目については、担当教員の承認を得て

履修することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、学則第47条の規定により卒業しようとする者の取扱

いについては、学長が別に定める。 

３ 次に掲げる授業科目は、履修することができない。 

 ⑴ 履修登録をしていない授業科目 

 ⑵ 既に単位を修得した授業科目 

 （全学共通系科目及び外国語系科目等） 

第４条 全学共通系科目、外国語系科目、教育職員免許状受領資格取得関係科目及

び学芸員資格取得関係科目の授業科目並びにその履修時期、単位数及び履修方法

は、別表第１のとおりとする。 

２ 外国人留学生は、履修すべき外国語系科目の授業科目が母国語であるときは、

それに代えて、総合共通科目の授業科目を履修することができる。 

３ 前項の規定により、履修すべき外国語系科目の授業科目に代えて総合共通科目

の授業科目を履修しようとする外国人留学生は、所属する学部の学部長の許可を

受けなければならない。 

 （他学部の全学共通系科目の授業科目の履修） 
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第５条 学生は、所属する学部以外の学部に開設されている全学共通系科目又は外

国語系科目の授業科目を履修しようとするときは、あらかじめ当該授業科目の担

当教員の承認を得なければならない。 

 （専門教育科目） 

第６条 専門教育科目の授業科目並びにその履修時期、単位数及び履修方法は、別

表第２のとおりとする。 

 （他学科又は他学部の専門教育科目の授業科目の履修） 

第７条 学生が、所属する学科・専攻以外の学科・専攻に開設されている専門教育

科目の授業科目を履修しようとするときは、所定の手続により、あらかじめ当該

授業科目の担当教員の承認を得た上で、所属する学部の学部長の許可を受けなけ

ればならない。 

２ 学生が、所属する学部以外の学部に開設されている専門教育科目の授業科目を

履修しようとするときは、所定の手続により、あらかじめ当該授業科目の担当教

員の承認を得た上で、所属する学部及び当該授業科目の開設学部の学部長の許可

を受けるとともに、その履修に際しては、当該授業科目の開設学部の規程に従わ

なければならない。 

 （卒業論文等） 

第８条 卒業論文、卒業研究及び卒業制作（以下「卒業論文等」という。）について

は、その学年で学則第46条第１項に規定する卒業の要件となる在学年数を満了す

る者で、学長が別に定める要件を満たすものでなければ、履修の登録を行うこと

ができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、学則第47条の規定により卒業しようとする者の取扱

いについては、学長が別に定める。 

 （卒業要件） 

第９条 学則第46条第１項に規定する所定の教育課程は、別表第３のとおりとする。 

２ 第５条の規定により履修した授業科目に係る単位については、別表第３に掲げ

る卒業必要単位数に含めない。 

３ 第７条の規定により履修した授業科目は、その履修単位を専門教育科目の選択

科目として、別表第３の卒業必要単位数に含めることができる。ただし、10単位

を超えて認定することはできない。 

 （試験） 



広島市立大学履修規程 

3 

第１０条 定期試験は、学期末又はターム末に期間を定めて行う。 

２ 授業科目によっては、随時に試験を行うことがある。 

３ 定期試験は、原則として出席回数が授業実施回数の３分の２以上なければ、当

該授業科目の試験を受けることができない。 

 （成績評価） 

第１１条 成績は、試験、実技、実習の成績及び出席状況等を総合して評価する。 

２ 成績の表示は、別表第４のとおりとし、秀、優、良及び可を合格とし、所定の

単位を与える。 

３ 合格しなかった授業科目については、再履修することができる。 

 （追試験） 

第１２条 試験に欠席した者に対し、追試験は行わない。ただし、病気その他特別

な理由により、定期試験をやむを得ず受験できなかった者に対しては、申請によ

り追試験を行うことがある。 

 （委任） 

第１３条 この規程の施行に関し必要な事項は、教務委員会の議を経て、学長が別

に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成22年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別表第１から別表第３までの規定は、次項に定めるもののほか、平成22年度以

降に入学する者について適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお

従前の例による。 

３ 別表第２（情報科学基礎実験Ⅰ、情報科学基礎実験Ⅱ、情報科学基礎実験Ⅲ及

び情報科学基礎実験Ⅳに係る部分に限る。）の規定は、平成21年度に入学した者

（同年度に編入学し、転学し、又は再入学した者を含む。）に適用する。 

４ 平成22年度以降に編入学し、転学し、又は再入学した者については、当該者の

属する年次に在学する者に関する別表第１から別表第３までの規定を適用する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ 別表第１から別表第３までの規定は、次項に定めるもののほか、平成23年度以

降に入学する者について適用し、平成22年度以前に入学した者については、なお

従前の例による。 

３ 別表第２の国際学部の表の規定（健康心理学、日本文化史Ⅰ、日本文化史Ⅱ、

会計学、企業行動論Ⅰ、企業行動論Ⅱ、人的資源管理論に係る部分に限る。）の規

定は、平成22年度以前に入学した者（同年度以前に編入学し、転学し、又は再入

学した者を含む。）にも適用する。 

４ 別表第２の情報科学部の表知能工学科の項の規定（画像情報処理、パターン認

識に係る部分に限る。）については、平成19年度以降に入学した者（同年度以降に

編入学し、転学し、又は再入学した者を含む。）にも適用する。 

５ 別表第２の芸術学部の表の規定（構成実習Ⅱ（平面・立体）に係る部分に限る。）

については、平成22年度以前に入学した者（同年度以前に編入学し、転学し、又

は再入学した者を含む。）にも適用する。  

６ 平成23年度以降に編入学し、転学し、又は再入学した者については、当該者の

属する年次に在学する者に関する別表第１から別表第３までの規定を適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別表第１から別表第３までの規定は、次項から第８項に定めるもののほか、平

成24年度以後に入学する者について適用し、平成23年度以前に入学した者につい

ては、なお従前の例による。 

３ 別表第１の規定（教科教育法(英語)BⅠ、教科教育法(英語)BⅡ、教科教育法(数

学)Ⅰ、教科教育法(数学)Ⅱ、教科教育法(情報)Ⅰ、教科教育法(情報)Ⅱ、教科教

育法(美術)BⅠ、教科教育法(美術)BⅡ、教科教育法(工芸)Ⅰ、教科教育法(工芸)

Ⅱに係る部分に限る。）は、平成22年度以後に入学した者にも適用する。 

４ 別表第１の芸術学部の表の規定（生涯学習概論に限る。）は、平成23年度以前に

入学した者にも適用する。 

５ 別表第２の国際学部の表の規定（国際関係史入門、国際政治学、平和研究Ⅰ、

平和研究Ⅱ、比較政治学、東北アジア政治論、東南アジア研究に係る部分に限る。）

及び芸術学部の表の規定（造形応用研究Ⅰ、造形応用研究Ⅱに係る部分に限る。）
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は、平成23年度以前に入学した者にも適用する。 

６ 別表第２の情報科学部の表の情報工学科、知能工学科及びシステム工学科の項

の規定（企業活動とプロジェクトマネジメントに係る部分に限る。）は、平成23年

度以後に入学した者にも適用する。 

７ 別表第２の国際学部の表の規定（平和研究入門、国際教育論、労働と社会に係

る部分に限る。）及び情報科学部の表のシステム工学科の項の規定（ロボティクス

Ⅰ及びロボティクスⅡに係る部分に限る。）は、平成19年度以後に入学した者（同

一年次に編入学し、転学し、又は再入学した者を含む。）にも適用する。 

８ 平成24年度以後に編入学し、転学し、又は再入学した者については、当該者の

属する年次に在学する者に関する別表第１から別表第３までの規定を適用する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別表第１から別表第３までの規定は、次条から第６条に定めるもののほか、平

成25年度以後に入学する者について適用し、平成24年度以前に入学した者につい

ては、なお従前の例による。 

３ 別表第１の表の規定（キャリアサポートベーシック、国際交流演習Ⅰ、国際交

流演習Ⅱ、国際交流演習Ⅲ及び国際交流演習Ⅳに係る部分に限る。）は、平成24年

度以前に入学した者にも適用する。 

４ 別表第２の情報科学部の表の情報工学科、知能工学科、システム工学科及び医

用情報科学科の項の規定（企業活動とプロジェクトマネジメント及び情報と職業

に係る部分に限る。）は、平成23年度以後に入学した者（同一年次に編入学、転学

又は再入学した者を含む。）に適用する。別表第２の情報科学部の表の医用情報

科学科の項の規定（医用プログラミング、医用情報科学及び人間工学に係る部分

に限る。）は、平成24年度入学生（同一年次に編入学、転学又は再入学した者を含

む。）にも適用する。 

５ 別表第２の国際学部の表の規定（日本政治論、ヨーロッパ政治論及びロシア研

究に係る部分に限る。）及び芸術学部の表の規定（現代美術史Ⅱに限る。）は、平

成24年度以前に入学した者にも適用する。 

６ 平成25度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属する年

次に在学する者に関する別表第１から別表第３までの規定を適用する。  
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別表第１から別表第３までの規定は、次項から第５項までに定めるもののほか、

平成26年度以後に入学する者について適用し、平成25年度以前に入学した者につ

いては、なお従前の例による。 

３ 別表第２の国際学部の表の規定（ジェンダーとセクシュアリティ、フランス文

化論及びフランスの文学と文化に係る部分に限る。）は、平成25年度以前に入学し

た者にも適用する。 

４ 別表第２の情報科学部の表システム工学科の項の規定（機械力学に係る部分に

限る。）は、平成25年度以前に入学した者にも適用する。 

５ 平成26年度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属する

年次に在学する者に関する別表第１から別表第３までの規定を適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の広島市立大学履修規程（以下「新規程」という。）別表第１から別表第

３までの規定は、次項に定めるもののほか、平成27年度以後に入学する者につい

て適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。 

３ 平成27年度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属する

年次に在学する者に関する新規程別表第１から別表第３までの規定を適用する。  

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条による改正後の広島市立大学履修規程（以下「新規程」という。）別表第

１から別表第３までの規定は、次項から第５項までに定めるもののほか、平成28

年度以後に入学する者について適用し、平成27年度以前に入学した者について

は、なお従前の例による。 
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３ 新規程別表第１の国際学部及び情報科学部の項の規程（「地域再生論入門」及び

「広島の観光学」に係る部分に限る。）及び芸術学部の項の規定（「地域再生論入

門」、「広島の観光学」、「英語応用演習Ⅲ」、「英語応用演習Ⅳ」、「博物館資料論」

及び「博物館情報・メディア論」に係る部分に限る。）は、平成27年度以前に入学

した者にも適用する。 

４ 新規程別表第２の国際学部の表国際学科の項の規定（「マクロ経済学Ⅱ」、「基本

統計学Ⅱ」、「地域再生論」、「特別演習Ⅰ」、「特別演習Ⅱ」、「特別演習Ⅲ」、「特別

演習Ⅳ」、「特別講義Ⅰ」、「特別講義Ⅱ」、「専門演習Ⅰ」及び「専門演習Ⅱ」に係

る部分に限る。）及び情報科学部の表医用情報科学科の項の規定（「化学」、「力

学」、「医用統計解析」、「機械工学」及び「医用情報ネットワーク」に係る部分に

限る。）は、平成27年度以前に入学した者にも適用する。 

５ 平成28年度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属する

年次に在学する者に関する新規程別表第１から別表第３までの規定を適用する。 

    附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条による改正後の広島市立大学履修規程（以下「新規程」という。）別表第

１及び別表第２の規定は、次項から第６項までに定めるもののほか、平成29年度

以後に入学する者について適用し、平成28年度以前に入学した者については、な

お従前の例による。 

３ 新規程別表第１の国際学部、情報科学部及び芸術学部の項の規定（「ひろしま

論」、「国際化時代の平和」及び「心理学」に係る部分に限る。）は、平成28年度以

前に入学した者にも適用する。「国際化時代の平和」は、平成27年度以前に入学し

た者については、「広島・平和科目」の一科目とする。 

４ 新規程別表第２の国際学部の項の規定（「フランス社会論」、「ドイツ社会論」、

「社会文化思想史Ⅰ」、「社会文化思想史Ⅱ」、「美術史Ⅰ」、「美術史Ⅱ」、「経営戦

略論」、「国際貿易論」及び「International Business」に係る部分に限る。）及び

芸術学部の項の規定（２学科共通の「芸術と知的財産権」、美術学科彫刻専攻の「デ

ッサン実習Ⅱ」、デザイン工芸学科の「描出演習Ⅱ」及び「形体演習Ⅱ」に係る部

分に限る。）は、平成28年度以前に入学した者にも適用する。 
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５ 新規程別表第２の情報科学部の項の規定（医用情報科学科の「医用情報科学概

論」に係る部分に限る。）は、平成28年度に入学した者にも適用する。 

６ 平成29年度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属する

年次に在学する者に関する新規程別表第１から別表第３までの規定を適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成30年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項から第５項までに定めるもののほか、改正後の広島市立大学履修規程（以

下「新規程」という。）別表第１から別表第３までの規定は平成30年度以降に入学

する者について適用し、平成29年度以前に入学した者については、なお従前の例

による。 

３ 新規程別表第２の国際学部の表の規定（「Contemporary Political Issues」、

「開発プロジェクト論」、「Pubic Economics」、「美術史（西洋）Ⅰ」、「美術史（西

洋） Ⅱ」、「美術史（現代）Ⅰ」、「美術史（現代）Ⅱ」、及び「International C

ommerce」に係る部分に限る。）は、平成29年度以前に入学した者にも適用する。 

４ 新規程別表第２の国際学部の表の規定（「国際政治学」、「東北アジア政治論」、

「アメリカ政治論」、「基本統計学Ⅱ」、「中国文化論Ⅰ」、「中国文化論Ⅱ」、及び「日

本研究Ⅱ」の廃止に係る部分、並びに「International Politicsⅰ」、「Internat

ional Politics ⅱ」、「東北アジア政治論ⅰ」、「東北アジア政治論ⅱ」、「アメリカ

政治論ⅰ」、「アメリカ政治論ⅱ」、「基本統計学Ⅱ-ⅰ」、「基本統計学Ⅱ-ⅱ」「中国

文化論Ⅰ-ⅰ」、「中国文化論Ⅰ-ⅱ」、「中国文化論Ⅱ-ⅰ」、「中国文化論Ⅱ-ⅱ」、「J

apanese Studiesⅰ」及び「Japanese Studiesⅱ」に係る部分に限る。）は、平成

29年度に入学した者にも適用する。 

５ 平成30年度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属する

年次に在学する者に関する新規程別表第１から別表第３までの規定を適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項から第６項までに定めるもののほか、改正後の広島市立大学履修規程（以
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下「新規程」という。）別表第１から別表第３までの規定は、平成31年度以降に入

学する者について適用し、平成30年度以前に入学した者については、なお従前の

例による。 

３ 新規程別表第２の国際学部の表の規定(「データ分析入門」、「環境社会学」、「A

frican societies and development」、「International Human Resource Managem

ent」に係る部分に限る。）は、平成30年度以前に入学した者にも適用する。 

４ 新規程別表第２の国際学部の表の規定(「学部派遣海外インターンシップ」及び

「公的機関インターンシップ」に係る部分に限る。）は、平成30年度に入学した者

にも適用する。 

５ 新規程別表第２の情報科学部の表の規定(「医用科学概論」及び「医用情報科学

のための病院実習」に係る部分に限る。）は、平成30年度に入学した者にも適用す

る。 

６ 平成31年度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属する

年次に在学する者に関する新規程別表第１から別表第３までの規定を適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項から第８項までに定めるもののほか、改正後の広島市立大学履修規程（以

下「新規程」という。）別表第１から別表第３までの規定は、令和２年度以降に入

学する者について適用し、令和元年度以前に入学した者については、なお従前の

例による。  

３ 新規程別表第１の規定に規定する「地域ボランティア活動」及び「インターン

シップ・ベーシック」は、令和元年度に入学した者にも適用し、「地域ボランティ

ア活動」にあっては、「キャリア形成・実践科目」として扱う。 

４ 新規程別表第２の国際学部の表の規定（「リーディング・パブリック・ポリシー

ⅰ」及び「リーディング・パブリック・ポリシーⅱ」に係る部分に限る。）は、令

和元年度以前に入学した者にも適用する。 

５ 新規程別表第２の国際学部の表の規定（「中国文化論Ⅰ-ⅰ」、「中国文化論Ⅰ-

ⅱ」、「中国文化論Ⅱ-ⅰ」及び「中国文化論Ⅱ-ⅱ」の廃止に係る部分並びに「中

国文化論Ⅰ」及び「中国文化論Ⅱ」に係る部分に限る。）は、令和元年度に入学し
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た者にも適用する。 

６ 新規程別表第２の情報科学部の表の規定（「医用情報システム開発」に係る部分

に限る。）は、令和元年度以前に入学した者にも適用する。 

７ 新規程別表第２の情報科学部の表の規定（「分子生物学Ⅰ」及び「分子生物学Ⅱ」

に係る部分に限る。）は、平成30年度及び令和元年度に入学した者にも適用する。 

８ 令和２年度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属する

年次に在学する者に関する新規程別表第１から別表第３までの規定を適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項から第５項までに定めるもののほか、改正後の広島市立大学履修規程（以

下「新規程」という。）別表第１から別表第３までの規定は、令和３年度以降に入

学する者について適用し、令和２年度以前に入学した者については、なお従前の

例による。 

３ 新規程別表第２の国際学部の表の規定（「History of Japanese Politics and 

Diplomacy」、「地方自治論」、「スポーツ開発論」、「East Asian Cultures and Soc

ieties」、「Hiroshima and Atomic Bombing in Media」、「Future StudiesⅠ」、「F

uture StudiesⅡ」及び「Premodern Japanese Studies」に係る部分に限る。）は、

令和２年度以前に入学した者にも適用する。 

４ 新規程別表第２の芸術学部の表の規定（「アーティスト・セルフマネージメント

概論」に係る部分に限る。）は、令和２年度以前に入学した者にも適用する。 

５ 令和３年度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属する

年次に在学する者に関する新規程別表第１から別表第３までの規定を適用する。 

  附 則         

（施行期日）       

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。    

（経過措置）        

          

２ 次項から第７項までに定めるもののほか、改正後の広島市立大学履修規程 

（以下「新規程」という。）別表第１から別表第３までの規定は、令和４年度以降 
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に入学する者について適用し、令和３年度以前に入学した者については、なお従

前の例による。       

３ 新規程別表第２の国際学部の表の規定（「Peace and Conflict Studiesⅰ」、 

「Peace and Conflict Studiesⅱ」、「Exploring Japanese Society」、「データ 

分析Ⅰ」及び「データ分析Ⅱ」に係る部分に限る。）は、令和３年度以前に入 

学した者にも適用する。       

4 新規程別表第２の国際学部の表の規定（「国際政治学」に係る部分に限る。） 

は、令和３年度に入学した者にも適用する。     

5 新規程別表第２の情報科学部の表の規定（「システム開発実践」に係る部分に 

限る。）は、令和２年度及び令和３年度に入学した者にも適用する。  

６ 新規程別表第２の情報科学部の表の規定（「課題解決型演習」及び「実践的Ｉ 

ＣＴ活用事例」に係る部分に限る。）は、令和３年度に入学した者にも適用する。 

７ 令和３年度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属する 

年次に在学する者に関する新規程別表第１から別表第３までの規定を適用する。 

   附 則        

 （施行期日）        

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。    

 （経過措置）        

２ 次項から第５項までに定めるもののほか、改正後の広島市立大学履修規程

（以下「新規程」という。）別表第１から別表第３までの規定は、令和５年度以

降に入学する者について適用し、令和４年度以前に入学した者については、な

お従前の例による。       

３ 新規程別表第１の規定（「「ヒロシマ」を考える」、「自己の認識を深める」、 

「人間関係とコミュニケーション」、「データサイエンス」及び「教育方法・技 

術論」に係る部分に限る。）は、令和４年度に入学した者にも適用する。 

４ 新規程別表第２の国際学部の表の規定（「地域研究入門」及び「広島と世界」 

に係る部分に限る。）は、令和４年度以前に入学した者にも適用する。 

５ 令和５年度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属す 

る年次に在学する者に関する新規程別表第１から別表第３までの規定を適用

する。       

  附 則         
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（施行期日）       

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置）        

２ 次項から第９項までに定めるもののほか、改正後の広島市立大学履修規程（以

下「新規程」という。）別表第１から別表第３までの規定は、令和６年度以降に入

学する者について適用し、令和５年度以前に入学した者については、なお従前の

例による。 

３ 新規程別表第１の規定（「仕事体験演習」に係る部分に限る。）は、令和５年度

以前に入学した者にも適用する。     

４ 新規程別表第１の規定（「総合的な学習の時間論」に係る部分に限る。）は、令

和５年度に入学した者にも適用する。      

５ 新規程別表第２の国際学部の表の規定（「Deutshland und Japan im Vergleic

h」及び「アフリカ社会と開発」に係る部分に限る。）は、令和４年度及び令和５

年度に入学した者にも適用する。     

６ 新規程別表第２の国際学部の表の規定（「交通論」に係る部分に限る。）は、令

和５年度に入学した者にも適用する。      

７ 新規程別表第２の国際学部の表の規定（「HIROSHIMA and PEACE」に係る部分に

限る。）は、令和５年度以前に入学した者にも適用する。   

８ 新規程別表第２の情報科学部の表の規定（情報工学科の「プレゼンテーション

技法」に係る部分に限る。）は、令和４年度及び令和５年度に入学した者にも適用

する。         

９ 令和６年度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属する

年次に在学する者に関する新規程別表第１から別表第３までの規定を適用する。 

   附 則        

 （施行期日）         

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。    

 （経過措置）         

２ 次項から第５項までに定めるもののほか、改正後の広島市立大学履修規程（以 

下「新規程」という。）別表第１から別表第３までの規定は、令和７年度以降に 

入学する者について適用し、令和６年度以前に入学した者については、なお従前 

の例による。         



広島市立大学履修規程 

13 

３ 新規程別表第１の規定（「コンピュータとアート」、「博物館概論」及び「博物館 

教育論」に係る部分に限る。）は、令和６年度に入学した者にも適用する。 

４ 新規程別表第２の国際学部の表の規定（「公共政策論」、「ローカル・ガバナンス 

論」及び「行政学」に係る部分に限る。）は、令和６年度以前に入学した者にも 

適用する。        

５ 令和６年度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属する 

年次に在学する者に関する新規程別表第１から別表第３までの規定を適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項から第５項までに定めるもののほか、改正後の広島市立大学履修規程（以 

下「新規程」という。）別表第１から別表第３までの規程は、令和８年度以降に入 

学する者について適用し、令和７年度以前に入学した者については、なお従前の 

例による。 

３ 新規程別表第２の規程（「Public Administration and Local Governance in 

 Japan」に係る部分に限る。）は、令和７年度以前に入学した者にも適用する。 

４ 新規程別表第２の規程（「美学美術史研究」に係る部分に限る。）は、令和６年 

度及び令和７年度に入学した者にも適用する。 

５ 令和７年度以後に編入学、転学又は再入学した者については、当該者の属する 

年次に在学する者に関する新規程別表第１から別表第３までの規定を適用する。

          

別表第１から別表第３まで 略 

 

別表第４（第11条関係） 

評 価 評 点 

秀 90点～100点 

優 80点～ 89点 

良 70点～ 79点 

可 60点～ 69点 

不可 59点以下 

 


